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代
か
ら
始
ま
る
女
性
ホ
ル
モ
ン
低

４０
下
に
よ
り
骨
の
カ
ル
シ
ウ
ム
は
年
間
３

％
程
減
っ
て
い
き
ま
す
。
自
分
や
家
族

の
健
康
を
守
る
た
め
健
康
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

○
対
象　

市
内
在
住
の
方
で
、　

月　
１０

３０

日
現
在　

歳
、　

歳
、　

歳
、　

歳
、

４０

４５

５０

５５

　

歳
及
び　

歳
の
女
性

６０

６５

○
期
日　
　

月　

日
（
木
）

１０

３０

※
時
間
は
後
日
通
知
し
ま
す
。

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

①
保
健
師
・
栄
養
士
の
話
②

骨
量
測
定
③
個
別
相
談
（
保
健
師
・
栄

養
士
）

○
費
用　

６
０
０
円

参
加
団
体
・
運
営

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

町
田
発
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
祭

２
０
０
３
夢
広
場

町
田
市
庁
舎
問
題

検

討

委

員

会

骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
事
業

　

歳
か
ら
の

４０

健
康
案
内

健
康
案
内�

健
康
案
内�

健
康
づ
く
り�

※
骨
量
測
定
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
生
活
保
護

受
給
世
帯
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
無
料
で
す
。

○
定
員　

１
５
０
人
（
抽
選
）

○
申
し
込
み　

ハ
ガ
キ
（
１
人
１
枚
）

に
「
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
事
業
申
し
込

み
」
と
書
き
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢

（　

月　

日
現
在
）
・
生
年
月
日
・
性

１０

３０

別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
９
月
１
日

ま
で
（
消
印
有
効
）
に
健
康
課
（
〒　
１９４

－
０
０
１
３
、
原
町
田
５－

８－

　

、
２１

健
康
福
祉
会
館
内
、
11
７
２
５
・
５
１

７
８
）
へ
。

　

一
人
暮
ら
し
の
若
者
や
高
齢
の
方
、

簡
単
で
お
い
し
い
バ
ラ
ン
ス
食
を
作
り

ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
　

歳
〜　

歳
代
の
方
＝
８
月

２０

５０

　

日
（
土
）
、　

歳
以
上
の
方
＝
９
月

３０

６０

　

日
（
木
）
／
午
前
９
時　

分
〜
午
後

１１

３０

０
時　

分
３０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

栄
養
士
の
講
話
、
調
理
実

習
、
会
食

○
費
用　

５
０
０
円

○
申
し
込
み　

８
月　

日
ま
で
に
電
話

２７

で
健
康
課
（
11
７
２
５
・
５
１
７
８
）

へ
。

　

左
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
（
１
日
の

み
の
参
加
可
）
。

○
対
象　

更
年
期
が
気
に
な
る
方
、
関

心
の
あ
る
方

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

５０

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
（
11
７

２
５
・
５
１
７
８
）
へ
。

募
　
　
　
集�

　

今
年
も
夢
広
場
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
展
・
出
演
を
希
望

す
る
団
体
と
、
ま
つ
り
を
運
営
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
午
前　

時

１０

１１

１０

〜
午
後
４
時

○
会
場　

ぽ
っ
ぽ
町
田

○
内
容　

交
流
エ
リ
ア
、
バ
ザ
ー
ル
エ

リ
ア
、
ス
テ
ー
ジ
エ
リ
ア
、
各
国
料
理

ほ
か

○
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

夢
広
場

実
行
委
員
会
（
町
田
国
際
協
会
内
、
11

７
２
２
・
４
２
６
０
、
6
７
２
２
・
５

３
３
０
）
へ
。公

開
し
て
い
ま
す�

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
８
月　
２８

日
ま
で
に
子
育
て
支
援
課
（
11
７
２
４

・
２
１
３
８
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

８
月　

日
（
金
）
午
後
６
時

２９

〜
８
時

○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
３
階
市
長
公

室○
議
題　

保
育
料
の
階
層
区
分
ほ
か

○
定
員　

５
人
（
申
し
込
み
順
）

　

町
田
市
の
庁
舎
問
題
に
つ
い
て
今
後

は
、
「
当
面
の
ま
と
め
」
を
受
け
て
、

建
設
場
所
の
問
題
、
市
財
政
へ
の
影
響

等
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

企
画
調
整
課（
11
７
２
４
・
２
１
０
３
）

ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

〇
日
時　

９
月
４
日
（
木
）
午
後
６
時

〜
８
時

〇
会
場　

健
康
福
祉
会
館
４
階
講
習
室

〇
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

３０

※
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

※
委
員
会
で
の
検
討
の
様
子
に
つ
い
て

は
、
毎
回
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
議
事
録

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
委
員
会
に
対
す
る
ご
意
見
・

ご
要
望
は
、
手
紙
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
6
７
２

４
・
１
１
７
２
）
、
電
子
メ
ー
ル
（
町

田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
庁
舎
問
題
検
討

委
員
会
の
項
目
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま

す
）
で
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
　
案
　
内�

１
級
・
２
級
、
内
部
障
が
い
は
３
級
も

含
む
、
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
）
の
方

を
対
象
と
し
た
○障
 

受
給
者
証
の
更
新
が

行
わ
れ
、
９
月
か
ら
新
し
い
受
給
者
証

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
額

を
超
え
る
方
（
下
表
参
照
、
９
月
１
日

か
ら
適
用
）
、
重
度
障
が
い
者
と
な
っ

た
年
齢
が　

歳
以
上
の
方
、
○老
 

医
療
受

６５

給
者
証
を
お
持
ち
で
住
民
税
が
課
税
の

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
現
在
○障
 

受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
で
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
転

１５

入
さ
れ
た
方
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住

所
地
の
所
得
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
所
得
証
明
書
を
提

出
し
て
下
さ
い
。

　

有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証
は
、

障
が
い
福
祉
課
へ
お
返
し
下
さ
い
。

□問
 

障
が
い
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

８ 

基
礎
調
理
教
室

男
性
の
た
め
の

い
き
い
き
女
性
セ
ミ
ナ
ー

　

代
か
ら
の

４０いきいき女性セミナー日程表
内容日時

『グループワーク』
『更年期って何だろう』
～ホルモンバランス、最近の治療など～
『自分の体は自分でチェック』
～乳がんの自己検査法～

９／１１（木）
１３：１５

～１６：１０

『更年期の歯の健康と歯ブラシのポイント
（実習）』
『４０代からしなやかになる体操』
～肩こり・腰痛・尿失禁等を軽減、予防する体操～

９／１７（水）
１３：１５

～１６：００

『更年期に気を付けたい食事』
『自分を見つめよう好年期』
～中高年のメンタルヘルス～

９／２５（木）
１３：１５

～１６：００

更

新

し

ま

す

○障
 

受
給
者
証

９月の母子健康案内　□問 健康課11７２５・５４２２
内　容対　象時　間期　日会　場事業名
快適なマタニ
ティライフの
ために

１日目

１６～２５
週の妊
婦

午後１時３０分
～４時

５日（金）

健康福祉会館

母 親 学 級
－４日間
　　コース－
（申し込み制）

妊娠中の日常
生活と保育、妊
婦体操（実習）

２日目１２日（金）

歯の衛生、生
活と栄養３日目１９日（金）

もく浴法、呼
吸法（実習）４日目２６日（金）

離乳食の進め方のお
話と試食

４～５
か月児

午前９時５５分
～１１時４５分
受付
午前９時３０分
～

１２日（金）
または
２６日（金）

初期

健康福祉会館離乳食講習会
（申し込み制）

離乳食後期のお話と
試食、歯の話

８～９
か月児１９日（金）後期

身長・体重測定、保
育相談、栄養相談、
母性相談、家族計画
の相談

２か月
児～就
学前

受付
午前９時４５分
～１１時３０分
午後１時３０分
～３時

１，８，２２，２９日（月）健康福祉会館

乳幼児母性相談

１２日（金）子どもセンターばあん

４日（木）鶴川分館

１７日（水）健康相談室　忠生

１０日（水）堺市民センター

平成１５年９月１日～平成１６年８月３１日適 用 期 間

平成１４年中収入（所得）収 入 期 間

５人４人３人２人１人０人扶養親族等の数所
得
制
限
額

５，５０４５，１２４４，７４４４，３６４３，９８４３，６０４基 準 額

７，４４９７，０２７６，６０４６，１３２５，６５６５，１８０給与収入換算額

※基準額を超える方は対象になりません。
※２０歳未満の方は国民健康保険法による世帯主または組合員等の所得です。
※２０歳以上の方は、障がい者本人の所得です。

所得制限基準額 （単位：千円）

○住基カードの受け取り時間・
利用できる時間　住基ネットの
全国共通の運用時間帯＝月～金
曜日の午前９時～午後５時（土
・日曜日、祝休日及び年末年始
１２月２９日～１月３日を除く）

希望する�
方に�

住民基本台帳カードを交付します�住民基本台帳カードを交付します�
□問市民課　�７２４・２１２３�11

様式Ａ 様式Ｂ

　８月２５日から住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の第２次サービスがスタートしま
す。第２次サービスでは、住民基本台帳カードの発行をはじめ、住民票の写しの広域交付や住民基本
台帳カードによる転入転出の簡素化された手続きが受けられるようになります。
　住民基本台帳カード（住基カード）は、住所地市区町村が希望の方からの申請により、交付します。
このカードを利用して、住民票の写しの広域交付や転入転出の簡素化された手続きが受けられます。
※住民基本台帳ネットワークシステムは、昨年８月に改正住民基本台帳法に基づき整備された、市区
町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や全国共通の本人確認ができる仕組みです。
【住民基本台帳カードの概要】
　カードには記載する事項により２種類の様式があります。
・様式Ａ＝氏名、有効期限
・様式Ｂ＝氏名、有効期限、住所、生年月日、性別、写真
○有効期限　交付後１０年間
○交付手数料　５００円
※顔写真付きの住基カードは、町田市が交付する公的な身分証明書になります。市や金融機関等の窓
口、パスポートの発給申請における本人確認に利用できます。
【申請手続き】
　所定の申請書に本人が必要事項を記入して下さい。
※申請書は、市役所市民課、南・なるせ駅前・鶴川・忠生・堺の各市民センター、玉川学園文化・木
曽山崎・小山の各センター、市民課駅前連絡所で配布するほか、市のホームページからもダウンロー
ドできます。
※様式Ｂを希望の方のみ、証明用写真（縦４.５ｃｍ×横３.５ｃｍ、裏面に氏名を明記）を申請書に張
って下さい。
※１５歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人（未成年者に対する父母または成年被後見人
に対する成年後見人）が申請と受け取りを行うことになります。
〈申請に必要な書類〉
・申請書
・本人確認書類の写し（コピー）
・写真（顔写真付きの住基カードを希望する方のみ）
※本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した写真付きの免許証・許可証
・資格証明書などや健康保険の被保険者証、各種年金証書（手帳）、その他法律等に基づき交付され
た書類などです。
　※第２次サービスの開始当初における混乱を避けるため、８月２１日から郵送により受付を始めま　
　す。また、当分の間は郵送のみの受付とさせていただきます。郵送のあて先は、市民課住基カー　
　ド担当（〒１９４ー８５２０、中町１ー２０ー２３）へ。
【受け取り】
　申請受付後、市民課から住基カード交付通知書兼照会書（回答書）を郵送します。照会書に記載さ
れた期間内に、指定の交付場所へ、年齢等に関係なく必ず本人がおいで下さい。１５歳未満の方及び成
年被後見人の場合は、法定代理人が受け取りを行うことになりますので、本人と法定代理人が一緒に
おいで下さい。交付の際は、次の書類を必ずお持ち下さい。また、その際に暗証番号の登録をしてい
ただきます。
　〈本人の場合〉　　　　　　　　　　　　　〈法定代理人の場合〉
　・回答書　　　　　　　　　　　　　　　　・回答書
　・本人確認書類（有効な原本）　　　　　　・本人確認書類（有効な原本）
　・交付手数料　　　　　　　　　　　　　　・戸籍謄本その他の資格を証明する書類（本籍地が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市内の場合は不要）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・交付手数料

【住基カードの利用方法】
　行政機関での本人確認、転入転出の簡素化された手続きおよび住民票の写しの広域交付の際に、住
基ネットの端末に設置されたＩＣカードリーダー・ライターにカードを差し込み、本人が暗証番号を
入力して利用します。
※有効期限内でも、市外に転出された場合や住民票コードを変更された場合は利用できなくなります。

保
育
料
問
題
懇
談
会

第
５
回

　

重
度
障
が
い
者
（
身
体
障
害
者
手
帳


